
北斗市特定空家等に対する措置運用基準 

 

この運用基準は、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）に基づ

き、行政指導である助言又は指導（法第 14 条第１項）及び勧告（同条第２項）、不利益

処分である命令（同条第３項）、代執行（同条第９項）、過失がなくて必要な措置を命ぜ

られるべき者を確知することができないときのいわゆる略式代執行（同条第 10 項）の

「特定空家等に対する措置」を講ずるにあたっての運用等を定めるものである。 

第１章 空家等に対する対応 

１．「空家等」及び「特定空家等」の定義 

「空家等」は、法第２条第１項により「建築物又はこれに附属する工作物であって居

住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土

地に定着するものを含む。）をいう。」と定義されている。ここでいう「建築物」とは建

築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第２条第１号の「建築物」と同義であり、土地に

定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの（これに類する構造のものを含

む。）、これに附属する門又は塀等をいい、また「これに附属する工作物」とはネオン看

板など門又は塀以外の建築物に附属する工作物が該当する。したがって、建築物又はこ

れに附属する工作物（以下「建築物等」という。）のうち「居住その他の使用がなされて

いないことが常態であるもの」を空家等と判断し、この法律を適用する。 

「居住その他の使用がなされていないこと」とは、人の日常生活が営まれていない、

営業が行われていないなど当該建築物等を現に意図をもって使い用いていないことをい

い、このような建築物等の使用実態の有無については、調査時点での建築物等の状況を

基に、建築物等の用途、建築物等への人の出入りの有無、電気・ガス・水道の使用状況

及びそれらが使用可能な状態にあるか否か、建築物等及びその敷地の登記記録並びに建

築物等の所有者等の住民票の内容、建築物等の適切な管理が行われているか否か、建築

物等の所有者等によるその利用実績についての主張等から客観的に判断する。 

また、「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、建築物等が

長期間にわたって使用されていない状態をいい、概ね年間を通して建築物等の使用実績

がないことを１つの基準とし、単なる管理行為があるだけの場合や、住宅を物置として

使用しているが所有者等の出入りが年間を通じてない場合などは「空家等」に該当する。 

空家等は「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされてい

ないことが常態である」と定義されていることから、建築物の一部のみが使用されてい

ない場合には空家等に該当しない。 

なお、「国又は地方公共団体が所有し、又は管理する」建築物等については、通常は各

法令に基づき適切に管理されることが想定されるため、空家等から除外する。 



「特定空家等」は、この「空家等」のうち、法第２条第２項において、以下の状態に

あると認められる空家等と定義されている。 

(ｲ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

(ﾛ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

(ﾊ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

(ﾆ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

特定空家等に対する措置を講ずるに際しては、空家等の物的状態が(ｲ)～(ﾆ)の各状態で

あるか否かを判断するとともに、当該空家等がもたらす周辺への悪影響の程度等につい

て考慮することが必要であり、北斗市特定空家判定基準により、特定空家等に該当する

か否かを総合的に判断するものとする。 

２．特定空家等に対する措置の検討 

（１）「特定空家等に対する措置」の概要 

市長は、特定空家等の所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活

環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導（法第 14 条第１項）、勧告

（同条第２項）及び命令（同条第３項）することができるとともに、その措置を命ぜら

れた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても期限ま

でに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和 23 年法律第 43 号）の定める

ところに従い、当該措置を自らし、又は第三者をしてこれをさせることができる（同条

第９項）。 

また、市長は、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができない

ときは、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任

した者に行わせることができる（同条第 10 項、いわゆる略式代執行）。 

（２）「特定空家等に対する措置」の手順 

法に定める「特定空家等」として、法の規定を適用する場合は、法第 14 条に基づく

助言又は指導、勧告、命令の手続を、順を経て行うものとする。緊急事態において応急

措置を講ずる必要がある場合であっても、法により対応しようとするのであれば同様と

する。これは、「特定空家等」の定義が「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのあると認められる空家等をいう」とされるなど、将来の蓋然性を考慮した

判断内容を含み、かつ、その判断に裁量の余地がある一方で、その措置については財産

権の制約を伴う行為が含まれることから、当該特定空家等の所有者等に対し、助言・指

導といった働きかけによる行政指導の段階を経て、不利益処分である命令へと移行する

ことにより、慎重な手続を踏むものである。 



（３）固定資産税の住宅用地特例に関する措置 

特定空家等に該当する家屋に係る敷地が、固定資産税のいわゆる住宅用地特例の対象

であって、法第 14 条第２項に基づき、市長が当該特定空家等の所有者等に対して除却、

修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを

勧告した場合は、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 349 条の３の２第１項等の

規定に基づき、当該特定空家等に係る敷地について、固定資産税の住宅用地特例の対象

から除外されている。 

３．所有者等の特定 

空家等の所有者等の特定方法としては、従来より、不動産登記簿情報による登記名義 

人の確認、住民票情報や戸籍謄本等による登記名義人や相続人の存否及び所在の確認等 

と併せ、地域住民への聞き取り調査等を行っているところである。 

これらに加え、法第 10 条により、固定資産税の課税その他の事務のために利用する

目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、

法の施行のために必要な限度において内部利用できる（同条第１項）ほか、関係する地

方公共団体の長等に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求める

ことができる（同条第３項）こととされたことから、所有者等の特定に当たっては、こ

れらの規定を適宜活用する。 

第２章 特定空家等に対する措置 

１．所有者等の事情の把握 

空家等の所有者等は当該空家等の所在地と異なる場所に居住していることから、自ら

が所有する空家等の状態を把握していない可能性や、空家等を相続により取得した等の

事情により、自らが当該空家等の所有者であることを認識していない可能性等も考えら 

れる。従って、適切な管理が行われていない空家等について、まずは所有者等に書面や

対面、電話等により連絡を取り、当該空家等の現状を伝えるとともに、当該空家等に関

する今後の改善方策に対する考えのほか、処分や活用等についての意向など、所有者等

の主張を含めた事情の把握に努める。 

また、当該空家等が特定空家等に該当すると考えられる場合にあっても、直ちに法第

９条第２項に基づく立入調査や法第 14 条第１項に基づく指導等の手続を開始するので

はなく、把握した当該特定空家等の所有者等の事情を勘案し、具体の対応方策を検討す

る。例えば、 

・ 所有者等に改善の意思はあるものの、その対処方策が分からない 

・ 遠隔地に居住しているために、物理的に自ら対策を講ずることができない 



・ 経済的な対応の余地はあるが、身体的理由等により対応が困難である 

等の場合には、状況に応じて、空家等の除却、改修、管理等に関する相談窓口や活用で 

きる助成制度を紹介すること等により、解決を図ることも考えられる。 

一方、危険が切迫している等周辺の生活環境の保全を図るために速やかに措置を講ず 

る必要があると認められる場合は、所定の手続を経つつも法第 14 条の勧告、命令又は

代執行に係る措置を迅速に講ずることを検討する。 

 

２．「特定空家等に対する措置」の事前準備 

（１）立入調査（法第９条第２項～第５項） 

法第 14 条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度において、職員又はその

委任した者により、空家等と認められる場所に立ち入って調査を行う。（法第９条第２項）。

この立入調査は、例えば、外見上危険と認められる空家等について措置を講じようとす

る場合、外観目視による調査では足りず、敷地内に立ち入って状況を観察し、建築物に

触れるなどして詳しい状況を調査し、必要に応じて内部に立ち入って柱や梁等の状況を

確認する必要がある場合に、必要最小限度の範囲で実施する。 

また、立入調査結果が、必ずしも法第 14 条第１項から第３項までの規定による措置

に結びつかなくとも、特定空家等に該当する可能性があると認められるか否か、当該空

家等に対する措置を講ずる必要があるか否か、あるとすればどのような内容の措置を講

ずべきか等を確かめようとすることは、目的が正当なものであるとして許容されるもの

である。一方、当該空家等の敷地内に立ち入らずとも目的を達成し得る場合には、不必

要に立入調査を実施しない。 

イ 所有者等に対する事前の通知 

空家等と認められる場所に立入調査を行おうとするときは、その５日前までに、当該

空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない（法第９条第３項本文）。なお、こ

の「５日」の期間の計算については、期間の初日は参入しない。（参考様式１） 

立入調査を行う際、所有者等の立会いを得ることは、立入調査を円滑に実施すること

ができるとともに、関係者が当該空家等の状況や所有者等の事情等を共有することで、

対応方針の早期決定につながることが期待されることから、有用である。 

一方、所有者等に対し通知することが困難であるときは通知は要しない（法第９条第

３項ただし書）。 

ロ 身分を示す証明書の携帯と提示 

空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書（様式１）



を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない（法第９条第

４項）。 

ハ 留意事項 

(ｲ) 法に基づく立入調査は、相手方が立入調査を拒否した場合等の過料が定められて

いる（法第 16 条第２項）が、相手方の抵抗を排除してまで調査を行う権限を認め

るものではないので、明示的な拒否があった場合に、物理的強制力を行使してまで

立入調査をすることはできない。 

(ﾛ) 法に基づく立入調査は行政調査であり、「法第 14 条第１項から第３項までの施行

のため」という行政目的の達成のためにのみ認められるものであり、別の目的のた

めに当該立入調査を行うことは認められない。 

(ﾊ) 空家等は、所有者等の意思を確認することが困難な場合があるところ、倒壊等の危

険があるなどの場合に、空家等と認められる場所の門扉が閉じられている等敷地が

閉鎖されていることのみをもって敷地内に立ち入れないとなると、法の目的が十分

に達成できないおそれがある。また、立入調査を行っても、現に居住や使用がなさ

れている建築物に比してそのプライバシーの侵害の程度は相対的に軽微である。こ

のため、門扉が閉じられている等の場合であっても、物理的強制力の行使により立

入調査の対象とする空家等を損壊させるようなことのない範囲内での立入調査は許

容され得る。 

(ﾆ) 空家等と認められるとして立ち入った結果、建物内に占有者がいる等使用実態が

あることが判明した場合は、当該建築物は特定空家等に該当しないこととなり、そ

れ以降、立入調査を継続することはできない。この場合、占有者等の同意の下で社

会通念上相当と認められる範囲で所有者等の確認等（例えば、所有者の確認、当該

建築物をどのように使用しているのか等）を行うことは、法第９条第１項の調査と

して許容される。 

（２）データベースの整備と関係部局への情報提供 

実態調査等の結果、空家等として把握した建築物等については、法第 11 条に基づき

データベースを整備して、空家等に関する正確な情報を把握するものとし、特に特定空

家等については、その所在地、現況、所有者等の氏名などに加えて、特定空家等に対す

る措置の内容及びその履歴についても併せて記載する等により、継続的に把握していく。 

また、特定空家等に対する措置に係る事務を円滑に実施するためには、関係部局との

連携が不可欠であることから、必要に応じて特定空家等に関する情報を関係部局に提供

し、共有するものとする。特に、法第 14 条第２項に基づき勧告がなされた場合、当該

特定空家等に係る土地については、固定資産税のいわゆる住宅用地特例の対象から除外



されることとなるため、税務部局に対しては、常に特定空家等に係る最新情報を提供し、

税務部局の事務に支障を来すようなことがないようにしなくてはならない。 

（３）特定空家等に関係する権利者との調整 

法第 14 条に基づき特定空家等に対する措置を講じようとする特定空家等について、

その措置の過程で、抵当権等の担保物権や賃貸借契約による賃貸借権が設定されている

こと等が判明することが考えられる。この場合、同条に基づく特定空家等に対する措置

は、客観的事情により判断される特定空家等に対してなされる措置であるため、命令等

の対象となる特定空家等に抵当権等が設定されていた場合でも、命令等を行うに当たっ

ては、関係する権利者と必ずしも調整を行う必要はなく、基本的には当該抵当権者等と

特定空家等の所有者等とによる解決に委ねるものとする。 

３．特定空家等の所有者等への助言又は指導（法第 14 条第１項） 

法に基づく特定空家等の措置は、当該特定空家等の所有者等に対し、行政指導である

助言又は指導により、所有者等自らの意思による改善を促すことから始める。 

（１）特定空家等の所有者等への告知 

イ 告知すべき事項 

助言又は指導に携わる者は、その特定空家等の所有者等に対して、 

・ 当該助言又は指導の内容及びその事由 

・ 当該助言又は指導の責任者 

を明確に示さなければならない。 

また、助言又は指導後の対応として、 

・ 助言又は指導に係る措置を実施した場合は、遅滞なく当該助言又は指導の責任者に

報告すること 

・市長は、助言又は指導をしたにも関わらず、なお当該特定空家等の状態が改善され

ないと認められるときは、勧告を行う可能性があること 

・ 市長が勧告をした場合は、地方税法の規定に基づき、当該特定空家等に係る敷地に

ついて固定資産税のいわゆる住宅用地特例の対象から除外されることとなること 

についても、当該特定空家等の所有者等に対してあらかじめ示し、所有者等自らの改善

を促すよう努める。 

助言及び指導は、口頭によることも許容されているが、改善しなかった場合の措置を

明確に示す必要がある場合には、書面で行う。（参考様式２） 

ロ 助言又は指導の趣旨及び内容 



特定空家等の所有者等は当該特定空家等の状況を把握していない可能性があること等

を考慮し、助言又は指導の趣旨を示す際には、根拠規定のみならず、 

・ どの建築物等が特定空家等として助言又は指導の対象となっているのか 

・ 当該特定空家等が現状どのような状態になっているのか 

・ 周辺の生活環境にどのような悪影響をもたらしているか 

等について、分かりやすく示す。 

また、助言又は指導できる措置の内容は、当該特定空家等についての除却、修繕、立

木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置であるが、そのまま放

置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となる

おそれのある状態のいずれでもない特定空家等については、建築物等の全部を除却する

措置を助言又は指導することはできない（法第 14 条第１項括弧書き）。 

（２）措置の内容等の検討 

助言又は指導により、その対象となった特定空家等の状態が改善された場合は、助言

又は指導の内容は履行されたこととなるが、この場合においても、その履歴を記録して

おく。 

一方、助言又は指導を受けた特定空家等が改善されないと認められるときは、当該特

定空家等の所有者等に対し、繰り返し助言又は指導を行うべきか、必要な措置を勧告す

べきかどうか、勧告する場合はどのような措置とするか等について検討する。 

４．特定空家等の所有者等への勧告（法第 14 条第２項） 

（１）勧告の実施 

法第 14 条第１項に基づき助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の

状態が改善されないと認めるときは、当該特定空家等の所有者等に対し、相当の猶予期

限を付けて、必要な措置をとることを勧告することができる（同条第２項）。 

勧告を行う場合は、その特定空家等の所有者等に対して、 

・ 当該勧告に係る措置の内容及びその事由 

・ 当該勧告の責任者 

を明確に示さなければならない。 

また、勧告を行う際には、 

・ 勧告に係る措置を実施した場合は、遅滞なく当該勧告の責任者に報告すべきである

こと 

・ 正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合、市長は命令を行う可

能性があること 

・ 地方税法の規定に基づき、当該特定空家等に係る敷地について固定資産税のいわゆ



る住宅用地特例の対象から除外されること 

についても併せて示す。 

勧告は、措置の内容を明確にするとともに、勧告に伴う効果を当該特定空家等の所有

者等に明確に示す観点から、書面（様式２）で行う。 

また、勧告の送達方法については、直接手交、郵送などの方法から選択して行うもの

とするが、勧告は、相手方に到達することによって効力を生じ、相手方が現実に受領し

なくとも相手方が当該勧告の内容を了知し得るべき場所に送達されたら到達したとみな

されるため、的確な送達の方法を選択するものとする。なお、郵送の場合は、より慎重

を期す観点から、配達証明郵便又は配達証明かつ内容証明の郵便とする。 

なお、特定空家等に対して必要な措置に係る勧告を講ずるに当たり、特定空家等の所

有者等が複数存在する場合には、確知している当該特定空家等の所有者等全員に対して

勧告を行う必要がある。したがって、建物所有者と敷地所有者が異なる場合には、建物

所有者だけでなく、敷地所有者にも勧告を行う必要がある。 

勧告を受けた特定空家等の建物部分とその敷地のいずれかが当該勧告後に売買等され

た結果として所有者等が変わってしまったとしても、当該勧告は建物部分とその敷地と

を切り離すことなく特定空家等の所有者等に対して講じられた措置であり、売買等によ

る変更のなかった所有者等に対する効力は引き続き存続することから、建物部分又はそ

の敷地の所有者等のいずれかが当該勧告に係る措置を履行しない限り、当該勧告に伴う

効果は継続する。なお、このような場合において、新たに特定空家等の建物部分又はそ

の敷地の所有者等となった者に対し、できる限り迅速に、改めて助言又は指導から行っ

て、勧告を講ずる。 

また、勧告を受けた後に特定空家等が売買等により、建物部分とその敷地いずれにつ

いても所有者等が変わってしまった場合には、勧告の効力が失われるため、本来元の所

有者等により講じられるべきであった措置の履行を促す観点から、新たに当該特定空家

等の所有者等となった者に対し、できる限り迅速に、改めて勧告を講ずる。その際、勧

告の効力の有無は、固定資産税のいわゆる住宅用地特例の適用関係に影響を与えるため、

税務部局とも十分連携を図る。 

イ 相当の猶予期限 

「相当の猶予期限」とは、勧告を受けた者が当該措置を行うことにより、その周辺の

生活環境への悪影響を改善するのに通常要すると思われる期間であり、具体の期間は対

象となる特定空家等の規模や措置の内容等によって異なるが、おおよそのところは、物

件を整理するための期間や工事の施工に要する期間を合計したものを標準とする。 

ロ 勧告に係る措置の内容 



勧告に係る措置を示す際には、下記に留意する。 

(ｲ) 当該特定空家等の所有者等が、具体的に何をどのようにすればいいのかが理解で

きるように明確に示すものとし、すなわち、「壁面部材が崩落しそうで危険なため対

処すること」といった概念的な内容ではなく、例えば「壁面部材が崩落しないよう、

東側２階部分の破損した壁板を撤去すること」等の具体の措置内容を示すものとす

る。また、建築物を除却する場合にあっても、建築物全部の除却なのか、例えば２

階部分等一部の除却なのか等除却する箇所を明確に示す。 

勧告に係る措置の内容が特定空家等の全部の除却であり、動産等（廃棄物を含む。

以下「動産等」という。）に対する措置を含める場合は、書面（様式２）において、 

・対象となる特定空家等の内部又はその敷地に存する動産等については、措置の期

限までに運び出し、適切に処分等すべき旨 

・特定空家等の除却により発生する動産等については、措置の期限までに関係法令

に従って適切に処理すべき旨 

を明記する。 

(ﾛ) 措置の内容は、周辺の生活環境の保全を図るという規制目的を達成するために必

要かつ合理的な範囲内のものとしなければならない。したがって、例えば改修によ

り目的が達成され得る事案に対し、いたずらに除却の勧告をすることは不適切であ

る。 

（２）関係部局への情報提供 

法に基づき特定空家等の所有者等に対して勧告した場合には、２（２）のとおり速や

かに税務部局等関係部局に情報提供を行う。 

５．特定空家等の所有者等への命令（法第 14 条第３項～第８項） 

上記勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合に

おいて、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、そ

の勧告に係る措置をとることを命ずることができる（法第 14 条第３項）。 

イ 正当な理由 

この「正当な理由」とは、例えば所有者等が有する権原を超えた措置を内容とする勧

告がなされた場合等を想定しており、単に措置を行うために必要な金銭がないことは「正

当な理由」とはならない。 

ロ 特に必要があると認めるとき 

「特に必要があると認めるとき」とは、比例原則を確認的に規定しているのであり、



対応すべき事由がある場合において的確な権限行使を行うことは当然認められる。 

ハ 相当の猶予期限 

「相当の猶予期限」とは、命令を受けた者が当該措置を行うことにより、その周辺の

生活環境への悪影響を改善するのに通常要すると思われる期間であり、具体の期間は対

象となる特定空家等の規模や措置の内容等によって異なるが、おおよそのところは、物

件を整理するための期間や工事の施工に要する期間を合計したものを標準とする。 

二 命令の形式 

命令の形式については、命令の内容を正確に相手方に伝え、相手方への命令の到達を

明確にすること等処理の確実を期す観点から、書面で行う。 

ホ 命令の送達方法 

命令の送達方法については、直接手交、郵送などの方法から選択して行うものとする

が、命令は、相手方に到達することによって効力を生じ、相手方が現実に受領しなくと

も相手方が当該命令の内容を了知し得るべき場所に送達されたら到達したとみなされる

ため、的確な送達の方法を選択するものとする。なお、郵送の場合は、より慎重を期す

観点から、配達証明郵便又は配達証明かつ内容証明の郵便とする。 

へ 法における特例手続 

命令については、法第 14 条第 13 項により行政手続法第 12 条（処分の基準）及び

第 14 条（不利益処分の理由の提示）を除き、同法第３章（不利益処分）の規定を適用

しないとされており、その代わりに法第 14 条第４項から第８項までに、命令を行う際

に必要な手続を定めている。この手続の具体の内容として、措置を命じようとする者は、

意見書を提出するだけでなく公開による意見の聴取を行うことを請求する権利も保障さ

れている（法第 14 条第５項）。 

（１）所有者等への事前の通知（法第 14 条第４項） 

措置を命じようとする者又はその代理人に対し、あらかじめ所定の事項を記載した通

知書（様式３）を交付しなければならない。記載する事項は、 

・ 命じようとする措置の内容及びその事由 

・ 意見書の提出先 

・ 意見書の提出期限 

とされている（法第 14 条第４項）。 



当該通知書を交付する相手は、「措置を命じようとする者又はその代理人」とされてお

り、措置を命じようとする者が代理人を選任できることが明示的に示されている。代理

人は、当該命令に関する一切の行為をすることができるが、行政手続法第 16 条の規定

を踏まえ、代理人の資格は書面で証明しなければならないとともに、代理人がその資格

を失ったときは、当該代理人を選任した者は、書面でその旨を市長に届け出なければな

らないこととされている。 

また、当該通知書においては、法第 14 条第４項に示す通知事項のほか、当該通知書

の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市長に対し、意見書の提出

に代えて公開による意見の聴取を行うことが請求できること（同条第５項）について、

あらかじめ示す。 

なお、当該通知書の交付は、従前の命令の内容を変更しようとする場合も同様とする。 

イ 命じようとする措置の内容 

命じようとする措置は、法第 14 条第２項に基づき行った「勧告に係る措置」であり、

措置の内容は明確に示すものとし、その他の留意事項については、４（１）ロと同様で

ある。 

ロ 措置を命ずるに至った事由 

市長は当該命じようとする措置の事由を示さなければならない（法第 14 条第４項）。

どの程度の事由を示さなければならないのかについて法に特段の定めは置かれていない

が、単に根拠法令の条項を示すだけでは不十分であると考えられ、当該特定空家等がど

のような状態にあって、どのような悪影響をもたらしているか、その結果どのような措

置を命ぜられているのか等について、所有者等が理解できるように提示する。 

ハ 意見書の提出先及び提出期限 

市長は、当該措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠

を提出する機会を与えなければならないとされている（法第 14 条第４項）。意見書及び

証拠の提出は、命令の名あて人となるべき者にとって自己の権利利益を擁護するために

重要な機会となるものであるから、行政手続法第 15 条第１項を踏まえ、提出期限は意

見書や証拠の準備をするのに足りると認められる期間を設定する。 

（２）所有者等による公開による意見聴取の請求（法第 14 条第５項） 

命令に係る通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市長に

対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる

とされている（法第 14 条第５項）。この「５日」の期間の計算については、期間の初日



は算入しない。 

なお、意見聴取の請求がなく当該期間を経過した場合には、（１）ハの意見書の提出期

限の経過をもって、直ちに法第 14 条第３項に基づく命令をすることができる。 

（３）公開による意見の聴取（法第 14 条第６項～第８項） 

市長は、命令に係る通知の交付を受けた者から、上記の意見の聴取の請求があった場

合においては、当該措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開によ

る意見の聴取を行わなければならない（法第 14 条第６項）。なお、これらの者が出頭し

ない場合は意見聴取の請求がない場合と同様に取り扱う。また、「公開による」とは、意

見聴取を傍聴しようとする者がある場合にこれを禁止してはならないというにとどまる

ものであり、場内整理等の理由により一定者数以上の者の入場を制限することは認めら

れる。また、「公開による意見の聴取」は、命令の対象者が自己に有利となる意見を表明

する機会を付与することを目的とするものであることから、命令の対象者が「非公開に

よる意見の聴取」を希望した場合には、その希望に沿って意見の聴取の場を設けること

とすることは妨げない。 

市長は、意見の聴取を行う場合においては、当該措置を命じようとする者又はその代

理人に対し、意見聴取の期日の３日前までに、 

・ 命じようとする措置 

・ 意見の聴取の期日及び場所 

を通知するとともに、これを公告しなければならない（法第 14 条第７項）。なお、通知

は、意見聴取を実施する日の３日前までに相手方に到達しなければならない。また、「３

日」の期間の計算については（２）と同様、期間の初日は算入しない。 

通知の方式については、処理の確実性を期す観点から書面によることとし、公告の方

式については、市公告式条例の定めるところによるものとする。 

措置を命じようとする者又はその代理人は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、

かつ、自己に有利な証拠を提出することができる（法第 14 条第８項）。この際は、意見

聴取の円滑な進行のため、過度にわたらない程度に証人の数を制限し、また証拠の選択

をさせることがある。 

（４）命令の実施 

（１）の事前の通知に示した意見書の提出期限までに意見書の提出がなかった場合、

事前の通知書の交付を受けた日から５日以内に（２）の意見聴取の請求がなかった場合

（意見聴取の請求があった場合において請求した者が出頭しなかった場合を含む。）、意

見書の提出又は意見聴取を経てもなお当該命令措置が不当でないと認められた場合は、

法第 14 条第３項の規定に基づき、当該措置を命令することができる。 



命令はその内容を正確に相手方に伝え、相手方への命令の到達を明確にすること等処

理の確実性を期す観点から、書面（様式４）で行う。 

命令に係る措置の内容が特定空家等の全部の除却であり、勧告で動産等に対する措置

を含めている場合は、書面（様式４）において、 

・対象となる特定空家等の内部又はその敷地に存する動産等については、措置の期限

までに運び出し、適切に処分等すべき旨 

・特定空家等の除却により発生する動産等については、措置の期限までに関係法令に

従って適切に処理すべき旨 

を明記する。 

また、当該命令は行政争訟の対象となる処分であり、当該命令に対し不服がある場合

は、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第２条の規定により市長に審査請求を

行うことができる。したがって、命令においては、同法第 82 条第１項の規定に基づき、 

・ 当該処分につき不服申立てをすることができる旨 

・ 不服申立てをすべき行政庁 

・ 不服申立てをすることができる期間 

について書面で示さなければならない。 

さらに、行政事件訴訟法（昭和 37 年法律第 139 条）第８条の規定により、当該命令

について審査請求をせずに、北斗市を被告とする行政訴訟によって、北斗市長の処分の

取消しを求めることもできることから、命令においては、同法第 46 条第１項の規定に

基づき、 

・当該処分に係る取消訴訟の被告とすべき者 

・当該処分に係る取消訴訟の出訴期間 

についても、書面で示さなければならない。 

なお、本項による市長の命令に違反した者は、50 万円以下の過料に処することとなる

（法第 16 条第１項）。 

過料の徴収手続については、非訟事件手続法に規定がある。手続の開始は裁判所の職

権によるが、裁判所が職権探知により事件を立件することは事実上不可能であり、一般

的には、通知を受けて手続が開始されている。このため、裁判所の職権の発動を促すた

め、違反事実を証する資料（過料に処せられるべき者の住所地を確認する書類、命令書

又は立入調査を拒んだ際の記録等）を添付して、過料事件の通知を管轄地方裁判所に行

うことが考えられる。この場合の管轄裁判所は、過料に処せられるべき者の住所地の地

方裁判所である。過料事件の審理においては、当事者の陳述を聴き、検察官の意見が求

められる。ただし、裁判所が、相当と認めるときは、当事者の陳述を聴かないで過料の

裁判をすることができ、当事者はこの略式裁判手続に対しては、裁判の告知を受けた日

から１週間内に異議を申し立てることができる。異議があったときは、前の裁判はその

効力を失い、改めて当事者の陳述を聴いた上で更に裁判が行われる。 



（５）標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法による公示（法第 14 条

第 11 項・第 12 項） 

法第 14 条第３項の規定による命令をした場合は、第三者に不測の損害を与えること

を未然に防止する観点から、標識（様式５）の設置をするとともに、市公告式条例に規

定する掲示場への掲示、市ホームページに掲載するなどで同項の規定による命令が出て

いる旨を公示しなければならない（法第 14 条第 11 項、法施行規則本則）。 

標識は、社会通念上標識の設置のために必要と認められる範囲で、命令に係る特定空

家等において、目的を達成するのに最も適切な場所を選定して設置する。（法第 14 条第

12 項） 

６．特定空家等に係る代執行（法第 14 条第９項） 

（１）実体的要件の明確化 

法第 14 条第９項は、行政代執行の要件を定めた行政代執行法第２条の特則であり、

「第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がそ

の措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに

完了する見込みがないとき」は、行政代執行法の定めるところに従い、代執行できるこ

ととされている。 

代執行できる措置については、 

・ 他人が代わってすることのできる義務（代替的作為義務）に限られること 

・ 当該特定空家等による周辺の生活環境等の保全を図るという規制目的を達成する

ために必要かつ合理的な範囲内のものとしなければならないこと 

の２つの要件を満たす必要がある。 

その他手続等については、全て行政代執行法の定めるところによる。 

（２）手続的要件（行政代執行法第３条～第６条） 

イ 文書による戒告（行政代執行法第３条第１項） 

代執行をなすには、  

・ 相当の履行期限を定め、 

・ その期限までに義務の履行がなされないときは、代執行をなすべき旨 

を、予め文書（様式６）で戒告しなければならない。また、戒告を行う際には、５（４）

の命令を行う際と同様、行政不服審査法第 82 条第 1 項及び行政事件訴訟法第 46 条第

１項の規定に基づき、書面で必要な事項を相手方に示さなければならない。 

行政代執行法に基づく代執行の手続は戒告に始まるが、戒告は、義務を課す命令とは



別の事務として、代執行の戒告であることを明確にして行う。なお、代執行の戒告であ

ることを明確にして行うべきではあるものの、戒告が命令と同時に行われることは必ず

しも妨げられるものではない。 

「相当の履行期限」については、戒告は、その時点において命令に係る措置の履行が

なされていないことを前提として、義務者が自ら措置を行うように督促する意味をもつ

ものであるから、少なくとも戒告の時点から起算して当該措置を履行することが社会通

念上可能な期限でなければならない。 

戒告においては、命令措置が履行されないときに、当該特定空家等について具体的に

どのような措置を代執行することとなるのかを相手方に通知する観点から、義務の内容

を明確に記載しなければならない。 

ロ 再戒告 

戒告において定められた措置命令の履行期限までに履行がなされないときは、直ちに

代執行令書による通知の手続に移らず、再度戒告を重ね、義務者自らそれを履行する機

会を与えることも認められる。どの時点で代執行を実行するかについては、客観的事情

から義務の履行期限を更に延長することが社会通念上許され難い状況にあるのか、又は

再戒告により義務者自身による履行が期待され得るのか等の状況を勘案して判断する。 

ハ 代執行令書（行政代執行法第３条第２項） 

義務者が前述の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、代執

行令書（様式７）をもって、 

・ 代執行をなすべき時期 

・ 代執行のために派遣する執行責任者の氏名 

・ 代執行に要する費用の概算による見積額 

を義務者に通知する。 

なお、代執行令書を通知する際には、５（４）の命令を行う際と同様、行政不服審査

法第 82 条第 1 項及び行政事件訴訟法第 46 条第１項の規定に基づき、書面で必要な事

項を相手方に示さなければならない。 

(ｲ) 代執行をなすべき時期 

代執行令書による通知と代執行をなすべき時期の時間的間隔については、裁量に

委ねられているが、特定空家等の除却を行う必要がある場合には、義務者が当該特

定空家等から動産を搬出すること等に配慮することとする。 

(ﾛ) 代執行のために派遣する執行責任者の氏名 

執行責任者は、代執行権者である市長が適宜決定する。 

（３）非常の場合又は危険切迫の場合（行政代執行法第３条第３項） 



非常の場合又は危険切迫の場合において、命令の内容の実施について緊急の必要があ

り、戒告及び代執行令書による通知の手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで

代執行をすることができる。 

（４）執行責任者の証票の携帯及び提示（行政代執行法第４条） 

法における代執行権者である市長は、執行責任者に対して、「その者が執行責任者たる

本人であることを示すべき証票」を交付しなければならない。 

また、執行責任者は、執行責任者証（様式８）を携帯し、相手方や関係人の要求があ

るときは、これを提示しなければならない。 

（５）動産等の取扱い 

代執行をなすべき措置の内容が特定空家等の全部の除却であり、命令で動産等に対す

る措置を含めている場合は、戒告書（様式６）又は代執行令書（様式７）において、 

・対象となる特定空家等の内部又はその敷地に存する動産等については、履行の期限

又は代執行をなすべき時期の開始日までに運び出し、適切に処分等すべき旨 

・特定空家等の除却により発生する動産等については、関係法令に従って適切に処理

すべき旨 

・履行の期限までに履行されない場合は、代執行する旨 

を明記する。 

代執行により発生した廃棄物や危険を生ずるおそれのある動産等であって所有者が引

き取らないものについては、関係法令に従って適切に処理するものとする。 

代執行時に、相当の価値のある動産等、社会通念上処分をためらう動産等が存する場

合は保管し、所有者に期間を定めて引き取りに来るよう連絡する。その場合、いつまで

保管するかは他法令や裁判例も参考にしつつ、総務課と協議して適切に定める。あわせ

て、現金（定めた保管期間が経過した動産で、民法第 497 条に基づき裁判所の許可を得

て競売に付して換価したその代金を含む。）及び有価証券については供託所（函館地方法

務局）に供託をする。 

また、代執行をなすべき措置の内容が特定空家等の全部の除却ではない場合において 

動産が措置の弊害となるときは、特定空家等の内部又はその敷地内等の適切な場所に移

すこととする。 

（６）費用の徴収（行政代執行法第５条・第６条） 

代執行に要した一切の費用は、市が義務者から徴収する。当該費用について、市が義

務者に対して有する請求権は、行政代執行法に基づく公法上の請求権であり、義務者か

ら徴収すべき金額は代執行の手数料ではなく、実際に代執行に要した費用である。した



がって、作業員の賃金、請負人に対する報酬、資材費、第三者に支払うべき補償料等は

含まれるが、義務違反の確認のために要した調査費等は含まれない。 

市長は、文書（納付命令書）において、 

・ 実際に要した費用の額 

・ その納期日 

を定め、その納付を命じなければならない（行政代執行法第５条）。 

行政代執行法の規定においては、代執行の終了後に費用を徴収することのみが認めら

れ、代執行終了前の見積による暫定額をあらかじめ徴収することは認められない。 

費用の徴収については、国税滞納処分の例による強制徴収が認められ（行政代執行法

第６条第１項）、代執行費用については、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する

（同条第２項）。 

７．過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合（法第 14 条第 10

項） 

法第 14 条第３項に基づき必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて

その措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて助言又は指

導及び勧告が行われるべき者を確知することができないため命令を行うことができない

ときを含む。）は、市長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じ

た者若しくは委任した者に行わせることができる（いわゆる略式代執行。同条第 10 項）。 

法第 14 条第 10 項に基づく略式代執行は、同条第３項の規定により「必要な措置を

命じようとする場合」を前提としているから、仮に当該措置を命ぜられるべき者が確知

されている場合に、必要な措置を命ずるに至らない程度のものについて略式代執行を行

うことは認められない。 

法第 14 条第 10 項の規定により略式代執行をするための要件は、 

・ 過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないこと 

・ その措置が、他人が代わってすることができる作為義務（代替的作為義務）である

こと 

である。その他手続については、後述の「事前の公告」（法第 14 条第 10 項）を経た上

で、法第 14 条第９項の代執行と同様である。 

（１） 「過失がなくて」「確知することができない」場合 

「過失がなくて」とは、職務行為において通常要求される注意義務を履行したことを

意味し、また、「確知することができない」とは、措置を命ぜられるべき者の氏名及び所

在をともに確知しえない場合及び氏名は知りえても所在を確知しえない場合をいう。 

（２） 事前の公告（法第 14 条第 10 項） 



法第 14 条第 10 項に基づく代執行を行う場合においては、相当の期限を定めて、 

・ 当該措置を行うべき旨 

・ その期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその措置を命じた者若しくは

委任した者がその措置を行うべき旨 

をあらかじめ公告しなければならない。 

公告の方法としては、掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なく

とも１回掲載することを原則とするが、相当と認められるときは、官報への掲載に代え

て、広報ほくとに掲載することをもって足りるものとする。また、公告の期間について

は、最後に官報等に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から２週間を経過

した時に、相手方に到達したものとみなされる（参考：民法（明治 29 年法律 89 号）

第 98 条及び民事訴訟法（平成８年法律第 109 号）第 111 条・第 112 条、行政手続

法第 31 条の規定により準用する同法第 15 条第３項）。 

（３）動産等の取扱い 

代執行をなすべき措置の内容が所有者が不明の特定空家等の全部の除却であり、動産

等に対する措置を含める場合は、事前の公告（法第 14 条第 10 項）において、 

・対象となる特定空家等の内部又はその敷地に存する動産等については、履行の期限

又は代執行をなすべき時期の開始日までに運び出し、適切に処分等すべき旨 

・特定空家等の除却により発生する動産等については、関係法令に従って適切に処理

すべき旨 

・履行の期限までに履行されない場合は、代執行する旨 

を明記する。 

代執行により発生した廃棄物や危険を生ずるおそれのある動産等であって所有者が引

き取らないものについては、関係法令に従って適切に処理するものとする 。 

代執行時に、相当の価値のある動産等、社会通念上処分をためらう動産等が存する場

合は保管し、期間を定めて引き取りに来るよう公示する。その場合、いつまで保管する

かは他法令や裁判例も参考にしつつ、総務課と協議して適切に定める。あわせて、現金

（定めた保管期間が経過した動産で、民法第 497 条に基づき裁判所の許可を得て競売

に付して換価したその代金を含む。）及び有価証券については供託所（函館地方法務局）

に供託をする。 

なお、特定空家等の所有者等に対して代執行費用に係る債権を有する市長が申し立て

るなどして不在者財産管理人（民法第 25 条第 1 項）又は相続財産管理人（民法第 952

条第 1 項）が選任されている場合は、当該財産管理人に動産を引き継ぐ。 

また、代執行をなすべき措置の内容が特定空家等の全部の除却ではない場合において 

動産が措置の弊害となるときは、特定空家等の内部又はその敷地内等の適切な場所に移

すこととする。 



（４）費用の徴収 

本項の略式代執行は行政代執行法の規定によらないものであることから、代執行に要

した費用を強制徴収することはできない。すなわち、義務者が後で判明したときは、そ

の時点で、その者から代執行に要した費用を徴収することができるが、義務者が任意に

費用支払をしない場合、市は民事訴訟を提起し、裁判所による給付判決を債務名義とし

て民事執行法（昭和 54 年法律第４号）に基づく強制執行に訴えることとなる（地方自

治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 171 条の２第３号）。 

８．必要な措置が講じられた場合の対応 

特定空家等の所有者等が、助言若しくは指導、勧告又は命令に係る措置を実施したこ

とが確認された場合は、当該建築物等は「特定空家等」ではなくなる。勧告又は命令を

している場合には当該勧告又は命令を撤回するとともに、当該建築物が特定空家等でな

くなったと認められた日付、講じられた措置の内容等をデータベースに記録し、速やか

に関係部局に情報提供する。 

特に税務部局に対しては、勧告又は命令が撤回された場合、固定資産税のいわゆる住

宅用地特例の要件を満たす家屋の敷地については、当該特例の適用対象となることから、

可能な限り速やかにその旨を情報提供する。 

また、必要な措置が講じられた空家等の所有者等に対しては、当該所有者等から措置

が完了した旨の届出書（参考様式３）の提出を受け、当該届出書を受領したものの写し

を返却する等により、当該所有者等に対し「特定空家等」でなくなったことを示すもの

とする。 
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